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 １．組織概要
【事業所名及び代表者氏名】

事業所名 有限会社　土佐土建

代表者職氏名 代表取締役社長　西村　髙

【所在地】

　〒781-1111

　高知県土佐市北地２０２番地１

　高知県土佐市蓮池字道心

駐車場(自社車両置場) 　高知県土佐市北地字松﨑

自家用給油取扱所 　高知県土佐市甲原的場

　平成28年10月28日　設置許可 　　貯蔵量（軽油15,000㍑、ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ5,000㍑)

　

　高知県土佐市甲原字ヲタシ越2394番２

　高知県土佐市甲原字山崎3811番ロ

太陽光発電事業 　高知県土佐市蓮池字住吉ノ森他

　　敷地面積　6,200m2、定格出力(発電出力) 595.2kW

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者職氏名

担当者職氏名

連絡先 ℡　：088-854-0834        Fax ：088-852-4441

E-ｍａｉｌ：tosadoken@air.ocn.ne.jp

【事業内容】

　一般土木を中心とした総合建設業　・太陽光発電(売電)事業

　産業廃棄物（許可された）の収集運搬・処分及び再生砕石の販売

【許可関係】　建設業許可

　許可番号 高知県知事許可 （特-3）第002275号

　許可年月日 令和3年12月17日

　許可の有効期間 令和3年12月17日から令和8年12月16日

　建設業の種類 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、

石工事業、屋根工事業、ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事業、

鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、

塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業

【事業規模】 全社

設立年月日 昭和50年5月

資本金 3,000万円
2020年5月～2021年4月 2021年5月～2022年4月 2022年5月～2023年4月

売上高

（万円）

従業員数 (人） 30 35 31

事業所敷地面積 （m2） 21,486 21,486 21,486

事業所延床面積 （m2） 1,016 1,016 1,016

事業年度 令和4年5月～令和5年4月（第47期）

727,145

　　（がれき類、ガラスくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず
　　及び陶磁器くず）破砕施設許可場所

　　（木くず）破砕施設許可場所

代表取締役社長　西村　髙

取締役工務部長　國澤　哲也

840,461 1,222,421

中間処理場

本社

倉庫・資機材置場

蓮池第3倉庫・資機材置場
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産業廃棄物処分業の情報公表項目

　（産業廃棄物処分業許可）

　許可番号 高知県知事許可  03920033121

　許可年月日 平成30年11月28日　（有効年月日　平成35年9月16日）

　　　事業の区分　　　　　 中間処理（破砕）

　　　取り扱う産業廃棄物の種類　　　　木くず、ガラスくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類

　（産業廃棄物収集運搬業許可）

　許可番号 高知県知事許可  03900033121

　許可年月日 平成27年10月23日　（有効年月日　平成32年8月17日）

　　　事業の区分　　　　　 収集・運搬（積替え又は保管を除く。）

　　　取り扱う産業廃棄物の種類　　　　紙くず、木くず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）

【施設の状況】

施設の種類　（木くず、ガラスくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類）

設置許可年月日 平成13年9月11日

設置許可番号 13廃第571号

設置許可年月日 平成18年1月5日

設置許可番号 17高廃対第916号

売上高

（令和4年度）令和4年5月1日から令和5年4月30日

事務所床面積 26.0m2

敷地面積 6162.0m2

主な機械装置 ｺﾝｸﾘｰﾄｸﾗｯｼｬｰ、ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ、ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙｸﾗｯｼｬｰ

木材破砕機

11ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2台、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.7ｍ3　5台、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.5ｍ3　2台

ﾊﾞｯｸﾎｳﾌﾞﾚｰｶｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ　1台、ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ1台

処理する産業廃棄物の種類､ ガラスくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類　23ｔ/時（184ｔ/日）

（処理能力） 木くず　　　 35ｔ/時（280ｔ/日）

処理方式 破砕

保管面積 がれき類、ガラスくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず

（保管上限） 1,147㎡　（2,394m3)　　H=3.0ｍ

木くず

931㎡　   （1,375m3)　　H=2.0ｍ

処理実績 26,663.65ｔ/年（令和4年5月1日～令和5年4月30日）

1,674.81

0.00

1,674.81

23,548.33

3,115.32

23,548.33

3,115.32

26,663.65

26,663.65中間処理合計

収集運搬量合計

（ⅱ）中間処理 がれき類

木くず

　　うち
　　再資源化等

がれき類

木くず

再資源化等量小計

（ⅰ）収集運搬
がれき類

木くず

施設の種類　(木くず）

243百万円/年

処理方法等 廃棄物等種類 処理量(ｔ)
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収集運搬車両

台数

1 主に自社運搬

1 主に自社運搬

2 主に自社運搬

2

料金表

処分費

\4,490/m3

\5,530/m3

\4,290/m3

\18,000/ｔ

\16,000/ｔ

収集運搬費

収集運搬費については、排出（収集）場所・廃棄物の種類・運搬距離により異なります。

詳細は、本社（℡088-854-0834）までお問い合わせください。

太陽光発電（売電）事業

  　　　　平成27年10月2日より発電（売電）開始

　　　　　場所　 　土佐市蓮池字住吉ノ森4551番1他

　　　　　定格出力(発電出力) 　595.2kW

　　　　　敷地面積 　6,200㎡

　871,049ｋWh  (令和4年5月1日から令和5年4月30日)

コンクリート殻（有筋)

アスファルト殻

根株

建設廃材・雑木・雑枝

　　　　　発電(売電)量

コンクリート殻（無筋)

車両形式

2ｔダンプトラック

3ｔダンプトラック

4ｔダンプトラック

10ｔダンプトラック
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産業廃棄物処理工程フロー

コンクリート殻・アスファルト殻

他社・自社

他社より収集運搬

木くず・根株

他社・自社

他社より収集運搬

木くず・根株
燃料として使用
セメント工場へ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

木くず・根株 計量
50ｔﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

荷卸し
木材

破砕機
再資源化

チップ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

計量
50ｔﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ

荷卸し
ｸﾗｯｼｬｰ
破砕機

再資源化
搬入 投入

再生砕石

RC-40

RC-30

RC-40～80

搬入 投入

売却

木材破砕機
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 ２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】

　　全社・全事業・全組織

有限会社　土佐土建 本社・倉庫・資機材置場

蓮池第3倉庫・資機材置場

駐車場(自社車両置場)

中間処理場（収集運搬含む）

太陽光発電事業所

自家用給油取扱所

【事業活動】

　　　　土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業

　　　　建築工事業、大工工事業、石工事業、屋根工事業、ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事業、

        鋼構造物工事業、塗装工事業、内装仕上工事業

産業廃棄物処分業

         (木くず、ガラスくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類)

産業廃棄物収集運搬業

　　　　 （紙くず、木くず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）)

再生砕石販売

木くずチップ販売

太陽光発電事業（売電）

【レポートの対象期間】

令和 ４年 ５月 ～ 令和 ５年 ４月

【環境活動レポートの発行日】

令和5年6月1日

【作成責任者】

環境管理責任者　西村　髙
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対象となる持続可能な開発目標(SDGS）

SDGSNO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 パートナーシップで目標を達成しよう

P-5-1

陸の豊かさも守ろう

平和と公正をすべての人に

気候変動に具体的な対策を 〇 CO2削減、省エネ、環境配慮工事

海の豊かさを守ろう

住み続けられるまちづくりを 〇 CO2削減、エコドライブ

つくる責任つかう責任 〇

産業と技術革新の基礎をつくろう

人や国の不平等をなくそう

エネルギーをみんなにそしてクリーンに 再生可能エネルギー使用

働きがいも経済成長も

ジェンダー平等を実現しよう

安全な水とトイレを世界中に

すべての人に健康と福祉を 高齢者雇用

質の高い教育をみんなに 環境教育の実施、寄付

貧困をなくそう オーガニック

飢餓をゼロに オーガニック、フェアトレード

項　　目 当社対象有無 備　　考



 ３．環境経営方針

環 境 経 営 方 針

基本理念

基本方針

１ ．
①　電力・燃料消費によるCO2排出量の削減に努めます。

②　廃棄物排出量の削減に努めると共に適正な処理を行います。

③　節水活動による水使用量の削減に努めます。

④　グリーン商品の優先購入を行ないます。

　　　・事務用品、現場調達資材の積極的購入推進に努めます。

⑤　環境に配慮した工事の実施を行ないます。

　　　・施工方法の工夫、騒音、振動、粉塵等低減、CO2の削減に努めます。

⑥　受入した産業廃棄物の100％再資源化を目指します。

⑦　地域清掃活動への参加を行ないます。

　　　・ボランティア清掃活動へ積極的に参加します。

⑧　新エネルギー(太陽光発電）の採用を行ないます。

２ ．

３ ．

４ ．

制定日：

改訂日：

                            代表取締役　　西村　髙

　　　　　　　　　　　　　　有限会社　土佐土建

環境意識を高めるため、全従業員に環境に関する適切な教育・訓練を行います。

環境レポートを作成し，社外に情報を公表します。

上記の方針達成のために、目標を設定し、定期的に見直し
継続的改善により環境経営システムを推進して行きます。

平 成 22 年 10 月 30 日

令 和 元 年 8 月 1 日

環境に配慮した行動指針

環境関連法規・条例・その他規制を遵守します。

有限会社　土佐土建

　有限会社土佐土建は、総合建設業・産業廃棄物処理業・太陽光発電事業としての
事業活動を通して、大切な資源の有効活用、環境負荷の低減に努め安心して
次世代の子供達に引き継げるよう、社員一丸となって取り組んでまいります。
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 ４．環境管理組織体制

・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標・環境経営計画書・環境管理組織体制の承認
・代表者による全体の課題とチャンスを整理し、明確にする
・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境経営目標・環境経営計画書・環境管理組織体制の確認
・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの発行

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境経営目標・環境経営計画書・環境管理組織体制の作成
・環境経営活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・自部門における環境経営システムの実施
・自部門における環境方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成
・テスト、訓練を実施、、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加

総務部
西村　友美

工務部
高橋　文雄

中間処理（収集運搬）部
山本　浩史

全従業員

全従業員

環境管理システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限

代表取締役

西村　髙

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

管理責任者

事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

各部門

環境管理責任者
(代表取締役）

西村　髙

太陽光発電事業部
西村　髙（代表取締役）

環境事務局
國澤　哲也

自家用給油取扱所部
佐々木　仁哉
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 5.環境経営目標
【単年度】
全社

【中長期】
□年度毎の環境経営目標　（期間：5月～翌年4月）
全社

※グリーン購入量の％は全購入品目におけるグリーン購入品目の割合

※ 環境に配慮した工事の実施＿基準年=環境に配慮した工事の実施件数（件）/総工事件数（件）

※ 環境に配慮した工事の例＿型枠、工事看板への県内産木材、間伐材の使用、低騒音・排出ガス対策型重機の使用

※ 環境に配慮した工事の例＿濁水防止対策の実施、工事中の騒音・振動防止対策実施　等

※購入電力のCO2排出量は、2022年1月7日公表の四国電力の調整後排出係数0.574kg-CO2/kWhを使用した。

　(基準年･目標年度共に)

※ガソリンの排出係数は2.32kg-CO2/L、軽油の排出係数は2.58kg-CO2/Lを使用した。

50 51グリーン購入量 ％ 46 47 48 49

100 100受入産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100 100 100

元請工事全件 元請工事全件環境に配慮した工事の実施 件 17件/17件 元請工事全件 元請工事全件 元請工事全件

100 100産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100 100 100

952 942産業廃棄物排出量 t 992 982 972 962

12 12社会貢献地域清掃活動 回 12 12 12 12

276 275 274一般廃棄物発生量 kg 279 278 277

194 192水使用量 m3 202 200 198 196

603,705 600,634 597,564CO2 排出量 kg-CO2 612,953 609,851 606,775

90,060 89,610電力使用量 kWh 91,879 91,420 90,960 90,510

軽油 202,249 201,200 200,200 199,200 198,200

16,100

197,200

16,300 16,200

燃料使用量

ℓ

基準年 目標 目標 目標

ガソリン 16,557 16,500 16,400

3年平均値
令和7年度 令和8年度

目標 目標

　受入産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100

項　　　　　目 単位

令和元年度～3年度
令和4年度 令和5年度 令和6年度

　産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100

　環境に配慮した工事の実施 件 17件/17件 元請工事全件

　社会貢献地域清掃活動 回 12 12

　産業廃棄物排出量 t 992 982

　一般廃棄物排出量 kg 279 278

　グリーン購入量 ％ 全品目中　46％購入 全品目中　47％購入

　CO2 排出量 kg-CO2 612,953 609,851

　水使用量 m3 202 200

　電力使用量 kWh 91,879 91,420

　燃料使用量

ℓガソリン 16,557 16,500

軽油 202,249 201,200

項　　　　　目 単位
基準年 目標

令和元年度～3年度(3年平均) 令和4年度
R1.5～R4.4 R4.5～R5.4
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６. 環境経営計画の取組内容

□　全社

　　　　　　　　期間：令和 4年 5月　～　令和 5年 4月 （達成状況 ・ 評価ﾁｪｯｸ：8月,11月,翌年2月,5月）

5月 4月 1Q(5月～7月） 2Q(8月～10月） 3Q(11月～1月） 4Q(2月～4月）

【環境経営目標】 CO2排出量の削減

水使用量の削減

一般廃棄物排出量の削減及びリサイクルの推進 西村髙

産業廃棄物排出量の削減及びリサイクルの推進

社会貢献活動推進

環境に配慮した工事の実施

グリーン調達の推進

【環境経営計画】 不要時、不要箇所の電気消灯の徹底 総務部

①電力使用量削減 空調温度管理（冷房28℃、暖房20℃）遵守 西村翠

パソコン・プリンターの未使用時の電源オフ

クールビズ・ウォームビズの推奨

②燃料使用量削減 車両・建設機械管理の徹底（定期点検） 工務部

高橋文雄

不要な道具を下ろす

③水使用量削減 節水ポスターの作成と貼り付け 総務部

定期的な漏水点検 西村翠

④一般廃棄物排出量削減 分別の徹底（分別ボックスの設置） 総務部

裏紙使用 西村翠

印刷用紙の削減（ミスコピーの削減）

⑤廃棄物リサイクルの推進 分別の徹底 工務部

マニフェストによる適正処理 高橋文雄

再生・再利用の推進

⑥社会貢献活動推進 ボランティアで地域の清掃活動に取り組む 工務部

プルタブ
を回収し

高橋文雄

⑦環境に配慮した 型枠、工事看板への県内産木材、間伐材の使用 工務部

工事の実施 低騒音・排出ガス対策型重機の使用 高橋文雄

⑧グリーン購入推進 グリーン購入法関連商品の購入 総務部

西村翠

※達成状況　◎充分出来ている　○ほぼ出来ている　△未だ不十分　×出来ていない

総合評価　：　

代表取締役
社長

エコドライブの徹底（アイドリングストップ、急加速等の禁止）
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評価/指示
（環境管理責任者）

1Q 2Q 3Q 4Q 各部門長重要テーマ 具体的項目 担当者

スケジュール 達成状況・是正
全
体



 7.環境経営目標の実績
【単年度】

全社

※令和元年度～令和3年度平均売上高 ：912百万円

建設業(本社事務所含む)部門

※ 環境に配慮した工事の実施＿基準年=環境に配慮した工事の実施件数（件）/総工事件数（件）

※ 環境に配慮した工事の例＿型枠、工事看板への県内産木材、間伐材の使用、低騒音・排出ガス対策型重機の使用

※ 環境に配慮した工事の例＿濁水防止対策の実施、工事中の騒音・振動防止対策実施　等

P-10

※令和元年度～令和3年度平均売上高 ：693百万円

※ 令和4年度売上高   ：449百万円

産業廃棄物排出量 t 992 982 283 ▲ 71.2

環境に配慮した工事の実施 件 10件/14件 元請工事全件 元請工事全件 (14/14) 全件

差

産業廃棄物再資源化率 リサイクル率(%) 100.0 100.0 100.0 ±0

▲ 49.4

CO2 排出量
kg-CO2 239,825 238,735 99,936 ▲ 58.1

売上高(CO2/百万円) 346.1 -

電力使用量
kWh 85,705 85,280 28,123 ▲ 67.0

売上高(kWh/百万円) 123.7 - 62.6

222.6 ▲ 35.7

ガソリン
㍑

13,361 13,300 8,252 ▲ 38.0
軽油 61,874 61,600 25,058 ▲ 59.3

売上高(L/百万円) 108.6 - 74.2 ▲ 31.7

燃料使用量

※ 令和4年度売上高   ：727百万円

項　　　　　目 単位
基準年 令和4年度 令和4年度

削減率
(%)

令和元年度～3年度 目標

グリーン購入量 全品目中(％) 46 47 29.2 -17.8

実績
R1.5～R4.4 R4.5～R5.4 R4.5～R5.4

社会貢献地域清掃活動 回 12回(1回/月) 12 12 -
目標 差

一般廃棄物排出量
kg 279 278 249 ▲ 10.4

売上高(kg/百万円) 0.31 - 0.34 12.0

25.3

水使用量
m

3 202 200 226 13.0

売上高(m3/百万円) 0.22 -

CO2 排出量
kg-CO2 612,953 609,851 612,157 0.4

売上高(CO2/百万円) 672.1 - 842.0

0.31 40.6

電力使用量
kWh 91,879 91,420 35,305

▲ 17.2
軽油 202,249 201,200 217,133 7.9

▲ 61.4
売上高(kWh/百万円) 136.12 135.30 48.56 ▲ 64.1

売上高(L/百万円) 239.9 - 317.5 32.3

燃料使用量

㍑ガソリン 16,557 16,500 13,659

項　　　　　目 単位
基準年 令和4年度 令和4年度

削減率
(%)

令和元年度～3年度 目標 実績
R1.5～R4.4 R4.5～R5.4 R4.5～R5.4



産業廃棄物中間処理場（収集運搬含む）部門

※令和元年度～令和3年度平均売上高 ：219百万円 ※削減率=(実績-目標)/目標×100

※グリーン購入（達成率）=実績/目標×100

※社会貢献清掃活動（達成率）=(実績/目標)×100
※購入電力のCO2排出量は、2022年1月7日公表の四国電力

　の調整後排出係数0.574kg-CO2/kWhを使用した。

　(基準年度･目標年度・実績年度共に)
※ガソリンの排出係数は2.32kg-CO2/L

※軽油の排出係数は2.58kg-CO2/L

CO2排出量の推移

kWh

ℓ

ℓ

m3

kg

t

※今年度の結果として、建設業については、完成工事高の減少に伴い、機械等の稼働率が下がり、

　燃料使用量の減少及び、例年有った電力による水替工(排水ポンプ)による河川改修工事の施工も無く
　よって、CO2排出量も大幅に減少している。また、中間処理場に於いては、売上高の増加に伴い、機械等の

　稼働率が上がり、燃料使用量・CO2排出量が増加している。

　CO2排出量は、工事の性質等に左右されるが、引き続き、一人一人が、自覚を持ち削減を目標に努力して行く。
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産廃中間
処理場部門 1.70 1.32 1.81 2.05 2.11

合計 610.4 545.0 632.4

合計 0.65 0.70 0.75 0.53 0.84

産廃中間
処理場部門

373.2 312.5 411.0 395.8 512.2

売上高百万
円

当りの
CO2排出量

原単位

建設業部門
(本社事務所含む)

ｔ-CO2/

百万円

0.34 0.46 0.38 0.26 0.22

651.1 612.2

221.4 255.3

産業廃棄物排出量 992 495 794 1,687

一般廃棄物排出量 279 296 273 268 249

194 226

99.9

CO2排出量

建設業部門
(本社事務所

太陽光発電含む)

ｔ-CO2

237.2 232.5

軽油使用量 202,249 175,490 210,609 220,648 217,133

35,305

ｶﾞｿﾘﾝ使用量 16,557 14,912 15,533 19,226 13,659
全
社
各
使
用
量

排
出
量

電力使用量 91,879 107,598 98,503 69,535

水使用量 202 203 208

283

237 227 193 243

令和2年 令和3年 令和4年

合計 945 774 840 1,221 726

太陽光発電
部門

33 32 33 34 34

達成率(%)

受入産業廃棄物
再資源化率

％ 100.0 100.0 100.0 100.0

売上高

建設業部門
(本社事務所含む)

百万円

693 505 580 994

※ 令和4年度売上高   ：243百万円

項目 部署
　　　年度

単位

令和元年度

～3年度

※基準年
令和元年

449

産廃中間
処理場部門

219

4.8

CO2 排出量
kg-CO2 373,128 369,400 512,221 38.7

売上高(CO2/百万円) 1,703.8 -

電力使用量
kWh 6,174 6,140 7,182 17.0

売上高(kWh/百万円) 28.2 - 29.6

2,107.9 23.7

37.5
売上高(L/百万円) 655.6 - 812.7 24.0

ガソリン
㍑

3,196 3,200 5,407 69.0
軽油 140,376 139,700 192,075

燃料使用量

削減率
(%)

令和元年度～3年度 目標 実績
R1.5～R4.4 R4.5～R5.4 R4.5～R5.4

項　　　　　目 単位
基準年 令和4年度 令和4年度



８. 環境経営計画の取組結果とその評価(1/3)

□　全社

　　　　　　　　期間：令和 4年 5月　～　令和 5年 4月 （達成状況 ・ 評価ﾁｪｯｸ：8月,11月,翌年2月,5月）

5月 4月 1Q(5月～7月） 2Q(8月～10月） 3Q(11月～1月） 4Q(2月～4月）

【環境経営目標】 CO2排出量の削減 × × × × ×

水使用量の削減 △ × × × ×

一般廃棄物排出量の削減及びリサイクルの推進 西村髙 × × △ △ ×

産業廃棄物排出量の削減及びリサイクルの推進 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

社会貢献活動推進 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

環境に配慮した工事の実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

グリーン調達の推進 × × × × ×

【環境経営計画】 不要時、不要箇所の電気消灯の徹底 総務部 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

①電力使用量削減 空調温度管理（冷房28℃、暖房20℃）遵守 西村翠 ○ ○ △ △ △

パソコン・プリンターの未使用時の電源オフ ○ ○ ○ ○ ○

クールビズ・ウォームビズの推奨 ○ ○ ○ ○ ○

②燃料使用量削減 車両・建設機械管理の徹底（定期点検） 工務部 ○ ○ ○ ○ ○

高橋文雄 △ ○ ○ △ ○

不要な道具を下ろす ○ △ ○ ○ ○

③水使用量削減 節水ポスターの作成と貼り付け 総務部 ○ ○ ○ ○ ○

定期的な漏水点検 西村翠 ○ ○ ○ ○ ○

④一般廃棄物排出量削減 分別の徹底（分別ボックスの設置） 総務部 ○ ○ ○ ○ ○

裏紙使用 西村翠 ○ ○ ○ ○ ○

印刷用紙の削減（ミスコピーの削減） ○ ○ ○ △ ○

⑤廃棄物リサイクルの推進 分別の徹底 工務部 ○ ○ ○ ○ ○ 継続・励行

マニフェストによる適正処理 高橋文雄 ○ ○ ○ ○ ○ 継続・励行

再生・再利用の推進 ○ ○ ○ ○ ○ 継続・励行

⑥社会貢献活動推進 ボランティアで地域の清掃活動に取り組む 工務部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

プルタブ
を回収し

高橋文雄

⑦環境に配慮した 型枠、工事看板への県内産木材、間伐材の使用 工務部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工事の実施 低騒音・排出ガス対策型重機の使用 高橋文雄

⑦グリーン購入推進 グリーン購入法関連商品の購入 総務部 × × × × × 継続・励行

西村翠 文
具

※達成状況　◎充分出来ている　○ほぼ出来ている　△未だ不十分　×出来ていない
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継続・励行

継続・励行

総合評価　：　建設業については、完成工事高の減少に伴い、機械等の稼働率が下がり、燃料使用量の減少及び、例年有った電力による水替工(排水ポンプ)による河川改修工事の施工も無く、よって、
                  CO2排出量も大幅に減少している。また、中間処理場に於いては、売上高の増加に伴い、機械等の売上高、稼働率が上がり、燃料使用量・CO2排出量が増加している。工事の種類等に

　　　　　　　　左右されるが、引き続き、呼びかけ表示や、定例会でのエコドライブの周知徹底（アイドリングストップ、急加速等の禁止）を行っていく。

呼びかけ表示

エコドライブの徹底（アイドリングストップ、急加速等の禁止） 教育訓練の実施

継続・励行

継続・励行

呼びかけ表示

継続・励行

継続・励行

継続・励行

継続・励行

継続・励行
呼びかけ表示

定例会での周知徹底

継続・励行

継続・励行

代表取締役
社長

継続・励行

継続・励行

継続・励行

継続・励行

継続・励行

評価/指示
（環境管理責任者）

1Q 2Q 3Q 4Q 各部門長
全
体

重要テーマ 具体的項目 担当者

スケジュール 達成状況・是正



 ９. 次年度の取組
 　次年度の環境経営目標

【単年度】
全社

【中長期】
□年度毎の環境経営目標　（期間：5月～翌年4月）
全社

※グリーン購入量の％は全購入品目におけるグリーン購入品目の割合

※ 環境に配慮した工事の実施＿基準年=環境に配慮した工事の実施件数（件）/総工事件数（件）

※ 環境に配慮した工事の例＿型枠、工事看板への県内産木材、間伐材の使用、低騒音・排出ガス対策型重機の使用

※ 環境に配慮した工事の例＿濁水防止対策の実施、工事中の騒音・振動防止対策実施　等

※購入電力のCO2排出量は、2022年1月7日公表の四国電力の調整後排出係数0.574kg-CO2/kWhを使用した。

　(基準年･目標年度共に)

※ガソリンの排出係数は2.32kg-CO2/L、軽油の排出係数は2.58kg-CO2/Lを使用した。

51 52グリーン購入量 ％ 46 48 49 50

100 100受入産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100 100 100

元請工事全件 元請工事全件環境に配慮した工事の実施 件 17件/17件 元請工事全件 元請工事全件 元請工事全件

100 100産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100 100 100

942 933産業廃棄物排出量 t 992 972 962 952

12 12社会貢献地域清掃活動 回 12 12 12 12

275 274 273一般廃棄物発生量 kg 279 277 276

192 190水使用量 m3 202 198 196 194

600,634 597,564 594,494CO2 排出量 kg-CO2 612,953 606,775 603,705

89,610 89,160電力使用量 kWh 91,879 90,960 90,510 90,060

軽油 202,249 200,200 199,200 198,200 197,200

16,000

196,200

16,200 16,100

燃料使用量

ℓ

基準年 目標 目標 目標

ガソリン 16,557 16,400 16,300

3年平均値
令和8年度 令和9年度

目標 目標

　受入産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100

項　　　　　目 単位

令和元年度～3年度
令和5年度 令和6年度 令和7年度

　産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100

　環境に配慮した工事の実施 件 17件/17件 元請工事全件

　社会貢献地域清掃活動 回 12 12

　産業廃棄物排出量 t 992 972

　一般廃棄物排出量 kg 279 277

　グリーン購入量 ％ 全品目中　46％購入 全品目中　48％購入

　CO2 排出量 kg-CO2 612,953 606,775

　水使用量 m3 202 198

　電力使用量 kWh 91,879 90,960

　燃料使用量

ℓガソリン 16,557 16,400

軽油 202,249 200,200

項　　　　　目 単位
基準年 目標

令和元年度～3年度(3年平均) 令和5年度
R1.5～R4.4 R5.5～R6.4
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 ９. 次年度の取組
　次年度の環境経営計画の取組内容（1/3）

□　全社

　　　　　　　　期間：令和 5年 5月　～　令和 6年 4月 （達成状況 ・ 評価ﾁｪｯｸ：8月,11月,翌年2月,5月）

5月 4月 1Q(5月～7月） 2Q(8月～10月） 3Q(11月～1月） 4Q(2月～4月）

【環境経営目標】 CO2排出量の削減

水使用量の削減

一般廃棄物排出量の削減及びリサイクルの推進 西村髙

産業廃棄物排出量の削減及びリサイクルの推進

社会貢献活動推進

環境に配慮した工事の実施

グリーン調達の推進

【環境経営計画】 不要時、不要箇所の電気消灯の徹底 総務部

①電力使用量削減 空調温度管理（冷房28℃、暖房20℃）遵守 西村翠

パソコン・プリンターの未使用時の電源オフ

クールビズ・ウォームビズの推奨

②燃料使用量削減 車両・建設機械管理の徹底（定期点検） 工務部

高橋文雄

不要な道具を下ろす

③水使用量削減 節水ポスターの作成と貼り付け 総務部

定期的な漏水点検 西村翠

④一般廃棄物排出量削減 分別の徹底（分別ボックスの設置） 総務部

裏紙使用 西村翠

印刷用紙の削減（ミスコピーの削減）

⑤廃棄物リサイクルの推進 分別の徹底 工務部

マニフェストによる適正処理 高橋文雄

再生・再利用の推進

⑥社会貢献活動推進 ボランティアで地域の清掃活動に取り組む 工務部

プルタブ
を回収し

高橋文雄

⑦環境に配慮した 型枠、工事看板への県内産木材、間伐材の使用 工務部

工事の実施 低騒音・排出ガス対策型重機の使用 高橋文雄

⑧グリーン購入推進 グリーン購入法関連商品の購入 総務部

西村翠

※達成状況　◎充分出来ている　○ほぼ出来ている　△未だ不十分　×出来ていない

総合評価　：　

代表取締役
社長

エコドライブの徹底（アイドリングストップ、急加速等の禁止）
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評価/指示
（環境管理責任者）

1Q 2Q 3Q 4Q 各部門長重要テーマ 具体的項目 担当者

スケジュール 達成状況・是正
全
体



１０. 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況 確認日

測定時期

廃棄の処理及び清掃に関する 第３条 ○事業者の責務 必要時 代表取締役 遵守 R5.4.30

法律 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任

において適正に処理

第１２条 ○産業廃棄物の事業者の処理 必要時 代表取締役 遵守 R5.4.30

産業廃棄物の委託契約

第１２条の ○多量排出事業者（年間１，０００ｔ以上） 必要時 代表取締役 該当無し R5.4.30

１０、１１項 の計画の都道府県知事への提出・報告

第１２条の三 ○産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時 代表取締役 遵守 R5.4.30

第１２条の三 ○マニフェスト交付状況報告書の作成及び 年１回 代表取締役 遵守 R5.4.30

７項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年６月末

第１４条 ○産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可 有効期間 代表取締役 遵守 R5.4.30

（５年毎に更新） ３ケ月前

第１４条の一 ○産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分

１２項 表示、書面備付義務

規則第８条 ○保管場所の表示 必要時 代表取締役 遵守 R5.4.30

見易い箇所に掲示板を設置

（縦６０ｃｍ以上×横６０ｃｍ以上）

資源の有効な利用の促進に 第４条 ○土砂、コンクリート塊、アスファルト・コン 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

関する法律 クリート塊、木材等の減量化及びリサイクル

（リサイクル法）

建設工事に係る資材の再資源化 第５条 〇建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

等に関する法律 建設資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力

（建設リサイクル法） 〇建設資材廃棄物の再資源化により得られた建

設資材を使用する努力

第９条 〇分別解体等の実施 必要時 工務部長 該当無し R5.4.30

第１０条 　解体：床面積８０ｍ2 以上

　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上

〇対象建設工事は７日前までに都道府県知事

に届出

騒音規制法 第５条 ○騒音規制基準の遵守 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

振動規制法 第５条 ○振動規制基準の遵守 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

大気汚染防止法 第１８条 ○解体等工事受注者は、石綿使用の有無（全て 必要時 代表取締役 該当無し R5.4.30

（解体工事） の１５ の石綿含有建材）について事前に調査し、発注

者へ調査結果を書面で説明する。

第１８条 ○特定粉じん作業開始の１４日前までに

の１７ 都道府県知事に届出

解体工事：床面積８０ｍ2 以上

建築物改造：請負代金　１００万円以上

第１８条 ○特定工事の元請け業者若しくは下請け業者は

の２０ 特定粉じん排出作業において作業基準を遵守

第１８条 ○元請業者の下請に対する粉じん排出作業を

の２２ 適切に行うよう指導

第１８条 ○特定粉じん作業完了後、結果を遅滞なく

の２３ 発注者に書面で報告と記録の作成保管

労働安全衛生法 第８８条 ○解体工事の工事計画書を労働基準監督署長 必要時 代表取締役 該当無し R5.4.30

（解体工事） 宛に提出（着工１４日前までに）

石綿則第５条 ○建築物解体等作業届を労働基準監督署長 必要時

宛に提出（作業前）
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法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況 確認日

測定時期

消防法 第１０条 ○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

への許可

第１石油類 ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ

第２石油類 灯油、軽油：1,000ℓ

第３石油類 重油：2,000ℓ

第４石油類 潤滑油：6,000ℓ

ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油

第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

（指定数量の１／５以上指定数量未満の

危険物貯蔵）

フロン類の使用の合理化及び 第１９条 ○事業者によるフロン類の漏洩量等の報告 年１回 工務部長 遵守 R5.4.30

管理の適正化に関する法律 1,000 CO2-t/年以上、事業所所管大臣への報告

（フロン排出抑制法） 第５条 ○定期点検の実施

エアコン：7.5kW以上50kW未満 １回／３年

冷蔵機器、冷凍機：3.7kW以上 １回／年

○エアコンの簡易点検 １回／３ケ月

浄化槽法 第５条 ○浄化槽の設置の届出 着工２１日前 工務部長 遵守 R5.4.30

第１０条 ○年１回の浄化槽の保守点検、清掃実施 年１回

第１１条 ○年１回の水質検査実施

下水道法 第１０条 ○下水道に下水を流入させる為の排水管、 必要時 工務部長 遵守 R5.4.30

排水渠等の設置

海洋汚染等及び海上災害の 第４条 〇船舶からの油の排出の禁止 必要時 代表取締役 該当無し R5.4.30

防止に関する法律 第５条 〇油による海洋汚染の防止のための設備設置

（海洋汚染防止法） 第６条 〇油濁防止管理者の選任

第９条の２～４ 〇船舶からの有害液体物質の排出の禁止 必要時 代表取締役 該当無し R5.4.30

〇有害液体物質による海洋の汚染の防止の

ための設備設置

〇有害液体汚染防止管理者の選任

特定化学物質の環境への排出量 第５条 ○化学物質の排出量、使用量の把握 必要時 代表取締役 該当無し R5.4.30

の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

事業継続中 代表取締役 遵守 R5.4.30

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

　　令和４年５月１日より令和５年４月３０日まで、環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。

高知県環境
基本条例

第1章
第6条

事業者の責務

第1項 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行う
に当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又
は自然環境を適正に保全する為、必要な措置を講ず
る責務を有する

第2項 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障
を防止する為、物の製造、加工又は販売その他の事
業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品そ
の他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が
図られることとなるように、必要な措置を講ずる責務を
有する

第3項 前2項に定める事の他、事業者は、基本理念にのっと
り、環境の保全上の支障を防止する為、物の製造、加
工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その
事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃
棄される事による環境への負荷の低減に資するように
努めると共に、その事業活動において、再生資源その
他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を
利用するように努めなければならない

第4項 前3項に定める事の他、事業者は、基本理念にのっと
り、その事業活動に関しこれに伴う環境への負荷の低
減その他環境の保全及び創造に自ら努めると共に、
県又は市町村が実施する環境の保全及び創造に関
する施策に協力する責務を有する

土佐市環境
美化条例

第5条

事業者の責務

第1項 事業者は、空缶等及びごみの散乱防止並びに空缶等
の再資源化の促進について、従業員に対する意識の
啓発を図るとともに当該事業所及びその周辺において
環境美化活動に努めなければならない

第2項 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうこ
とのないように必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない

第3項 事業者は、市がこの条例の目的を達成する為実施す
る施策に協力しなければならない

P-16



      代表取締役　　西村　髙

環境管理責任者の報告 環境管理責任者のコメント・提案

・CO2排出量の削減

　

[目標の達成度] [目標] [目標及び環境経営計画]

[実施体制]

[周囲の変化の状況] [システムの各要素] [経営システムの各要素]

・関係法令の遵守徹底

・今年度の結果として、基準年度
（令和元年度から令和3年度・3年
間平均に変更)に比べ、産業廃棄
物中間処理場の売上高増加に伴
い、建設機械等の稼働率が上が
り、CO2排出量も大幅に増加してい

る。また、建設業だけで見ると、工
事完成高の減少に伴い、燃料・電
力使用量については大幅に目標
を達成(CO2排出量で-35.1％)して

いる。電力については例年通りの
河川改修工事での電力による水替
工(排水ポンプ)が無かった為であ
る。

　産業廃棄物中間処理場の売上高増
加に伴い、建設機械等の稼働率が上
がり、全社として目標を達成出来ていな
い。

　今年度の結果として、全体的に
目標を達成出来ていない。

　売上高の増減又は、工事の性質等に
伴うCO2排出量の増減はあるものの、

一人一人が出来る事を見つけあい、尚
一層、目標に向け努力して行く。

・建設機械の始業前点検励行
・エアコン設定温度の確認
・建設機械の始業前点検励行
・建設機械の過負荷防止、社用車のエコ
ドライブの徹底

･各項目の目標設定に於いて、充分に精査する。

変更の必要性：　　　■有　　　□無

（令和4年5月1日～令和5年4月30日）

見直しに必要な情報 代表者による見直し

変更の必要性の有無・指示事項

　11.代表者による全体の評価と見直し記録

　EA21の取り組みに当たり、環境経営方針等
全社員に周知徹底させることにより、環境への
意識を高め、環境負荷の低減に努める。

問題点があれば是正し、実施する。 　具体例を取り上げ、経営システムを周知徹底
させ、全社員の環境負荷に対する認識を尚一
層高める。また環境経営システムは有効に機能
している。

変更の必要性：　　　□有　　　■無

変更の必要性：　　　□有　　　無■

変更の必要性：　　　□有　　　■無
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環境に配慮した工事の実施　（使用機械および騒音・振動・粉塵等低減）

　　
　　
　　

・治山工事での使用機械

　バックホウ0.5m
3

　1997年基準値超低騒音型
　 　2014年基準排出ガス対策型

　　(オフロード法)
　2020年燃費基準100%達成

・治山工事での雨水排水対策

地元家屋への雨水流出防止対策

・治山工事での散水状況

市道(地権者生活道)の粉塵低減

・治山工事での雨水排水対策

地元家屋への雨水流出防止対策
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社会貢献清掃活動

　　　

　

地域貢献活動 地域貢献活動
　土佐市東鴨地：　公民館石積崩壊修繕　 　土佐市蓮池：

　　城南公園老朽ベンチ撤去・処分

　

地域貢献活動
土佐市神谷：　地元車両退避場所設置

路側擁壁、舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ、路盤工等

ロードボランティア活動 (道路清掃) への参加

土佐市北地 路線名：県道横浪公園線

（清掃作業区間1.0km)

高知県建設業協会いの支部主催

ボランティア活動 (道路清掃)

土佐市鷹ノ巣

路線名：県道横波公園

（清掃作業区間1.0km)
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